
 

 

（直轄、独法等） 

国 会 公 第 ２ ２ ３ 号 

平 成 ３ 1 年 ２ 月 ７ 日 

 

 

各発注機関の長 殿 

 

 

国 土 交 通 事 務 次 官 

     

 

平成３０年度第２次補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行について 

 

 

平成３０年度国土交通省所管事業の執行については、既に平成３０年３月３０日

付け国会公第２４０号及び平成３０年１１月７日付け国会公第１６８号通達により

種々御配慮をお願いしているところであるが、防災・減災、国土強靱化のための緊

急対策、中小企業・小規模事業者に対する支援及びその他喫緊の課題への対応等を

内容とする第２次補正予算が２月７日に成立したので、これによる追加事業を含め

た今後の所管事業の執行に当たっては、前記通達によるほか、下記の事項に十分留

意の上、引き続き適正な事業の実施を図られたく、命により通達する。 

 

（本省内部部局、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、観光庁、気象庁、運輸安全委員会、海上保安庁） 

 なお、これに伴い、事業の実施に当たる職員の健康管理についても十分留意され

たい。 

 

記 

 

１．平成３０年度第２次補正予算による追加事業の執行に当たっては、地域におけ

る公共工事の品質確保やその担い手の中長期的な確保・育成に配慮しつつ、迅速

かつ着実な執行を図ること。 
 
２．入札・契約手続の実施に当たっては、「平成３０年度における国土交通省直轄

事業の入札及び契約に関する事務の執行について」（平成３０年３月３０日）等

に基づき、一層の透明性及び競争性の確保等に努めるとともに、事業に早期に着

手できるよう、総合評価落札方式における提出資料の簡素化や技術審査・評価業

務の効率化の徹底、工事の種類・現場条件等を考慮した概算数量発注や詳細設計

付工事発注の積極的活用及び指名競争入札方式の活用等により、事務の改善及び 



 

効率化並びに手続に要する期間の短縮に努めること。 

特に、災害復旧工事においては、「災害復旧における適切な入札契約方式の適 

用ガイドラインについて」（平成２９年７月７日）に基づき、緊急度等を勘案し、

入札契約方式を適切に選択すること等により、早期の復旧に努めること。 

 

３．工事の発注に当たっては、ダンピング受注の防止の徹底、最新の労務単価の適

用等による適正な価格による契約及び地域の実情等に応じた資材等の地域外から

の調達に係る適切な支払いを推進すること。また、工事の円滑な施工を確保する

ため、地域企業の活用に配慮しつつ、適切な規模での発注等による建設技術者等

の効率的な活用に資する措置の実施を図るとともに、休日等の不稼働日や準備期

間等を踏まえた適切な工期の設定、余裕期間制度の活用、翌債等の繰越制度の適

切な活用等により、施工時期等の平準化に努めること。 

  さらに、ICT の全面的な活用や、現場打ちコンクリートの施工性向上、二次製

品の活用等により、i-Construction を推進すること。 

  これらの取組みにより、生産性向上と建設産業における働き方改革を推進する

こと。 

    また、地域建設業経営強化融資制度等に関する債権譲渡承認事務の迅速化、工

事検査及び支払事務の迅速化に努めるとともに、下請業者に対する請負代金の金

額の設定及びその支払が適正に行われるよう、「建設業法」（昭和２４年法律第

１００号）等の関係規定の遵守を請負業者に徹底すること。 

 
４．平成３０年９月７日に閣議決定された「平成３０年度中小企業者に関する国等

の契約の基本方針」等の趣旨を踏まえ、地域企業の活用にも配慮しつつ、引き続

き中小建設業者等の受注機会の確保に努めること。 
  また、建設労働力・建設資材の需給・価格動向の的確な把握に努めるとともに、

できるだけ建設労働力・建設資材の不足が生じないよう、関係機関と密接に連絡・

調整する等事態の推移に応じた所要の対策を迅速に講じ、事業の円滑な実施を期

すこと。 
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 標記について、別添のとおり地方支分部局、関係独立行政法人等に通達したとこ

ろですので、参考までに送付します。 

（都道府県） 

 なお、貴管内関係市町村等に対しても、周知方お願いします。 

 


